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沖縄におけるドル切替え

一一ーその政策内容

(38乃 131

小野一一郎

1971年 8月のいわゆるニグソ:/-/"0/クにつづし円の変動相場制への移行

以来， ドノレ流通閏にあった沖縄のうけた衝撃がきわめて大きなものであったこ

とは周知のことであろうのさらに12月の平価の多角的調整の結果としての円の

対ドル大巾切上げ (16.88%)， 1ドノレ=308円の決定によって， 輸入の大部分を

日本に依存する沖縄の物価は本土政府の為替差損補助にもかかわらず，一段と

上昇し，円圏への復帰を目前にした沖縄の困難を一層大きくしつつある。

たとえば，最近の『日本経済新聞~ (1972年2月1日夕刊〕は，ご円新レート11'

縄経済を痛撃ミという見出しで，つぎのような特派員報告をつたえている。い

ささか長文であるが，沖縄の現状をものがたるものとして，物価に関連するも

のだけをひろい出してみるとつぎのとおりである。

「円切上げによる沖縄経済への打撃は官増しに深刻化している。昨年の沖縄

の消費者物価の動きをみると，綜合指数 (1965年=1凹〉が7月 137.5から12月

144.8と半年足らずで 7.3%もはね上った。これは干ばつによる野菜高などの影

響もあるもりの，本土からの輸入加工食料品が年平均で対前年比 12.G%上昇す

るなど明らかに変動相場制から新νー lへの動きが直接響いているようだ。

このため琉球政府は昨年10月から本土政府の援助で必需品 110品目について

為替差損を補助して物価の上昇を防 tことにした。しかし事務手続きが混雑で

あるため 3ヶ月たった現在，差損支払を終えたのは 611万ドルの請求に対し

て，たった55万ドノレにすぎない。

こうした情勢のなかで，輸入業者のなかには差損補償を要求せず，直接小売

価格を上げるものも出てきた。また島産品メーカーでも小売価格を上げる勤き
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がある。婦人出体が食料品を中心に76品目について小売値段を調べた結果では3

8月以後，値上がりしたままの商品が61品目に及んだという。

今後復帰が近 Fくにつれ，物価はさらに上昇 Lそうである。 1日(2月〉には

沖縄の家庭料理の王様ともいえる豆腐が一丁 (900グヲム)20ヒントから 25ヒγ

トに値上がりした。製造業者は，本土経由で仕入れている原料の大豆が30%値

上がり Lたのに，原産地が米国であるため為替差損補償の対象とならないため.

と説明Lている。 ドノレ世使用Lながら，円経済に組み込まれている矛盾がここ

にも顔を出Lている。J(~日本経済新聞』向上〕

しかし，円の切上げ，同じことであるがドノレ切下げによって沖縄が直面して

いる困難はたんに物価問題だけではない。変動相場制への移行以前にドノレ切下

げ見越Lの資本の本土逃避はすでにはじまっていたともいわれるし，それが変

動相動制への移行によって拍車をかけられたことも事実である。このように資

本逃避=流出に加えて，貿易面でのリーズ・ア γ ド・ヲヅグスから当然生ずる

貿易資金需要の激増=短期資本流出によって，沖縄の金融逼迫が激化されたこ

とも注目すべきであろう。

このように判l縄の本土復帰二円圏復帰は， ドル危機二IMF体制の終着とい

う世界史の劃期に際会することによって，一層の苦痛を与えられるものとなっ

たわけである。〔なお，沖縄において，復帰前の円切上げにともなう沖縄白打撃をすで

に明確に指摘したもりとし 1は~琉球新報~ 197C年 3月5日号所載り特集記事三円切

り上げと沖縄ミ①がある。〉

この時に当って，いま一度沖縄においてドノレ切替えが行なわれた原点に立ち

かえり， ドル切替え政策の内容とその目的をかえりみることは無意味ではない

だろう。円閤への復帰が戦後世界史の劃期主期を同じ〈しているように，戦後

沖縄史の劃期をなすドノレ切替えの行われた1958年もまた戦後世界史の注目すべ

き劃期点〔西独主要通貨の交換性回復， ドル危機開始，貿易資本自由化の強化拡大，中

ソ対立の開始〕であった。
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I ドル切替え措置の内容

1958年 9月の沖縄における通貨B円のドル切替えが，アメリカによる沖縄統

治政策の大きな転換を意味するものであることはすでに以前に言及した。(拙稿

『経済論叢』第99巻第4号z および第 100巻第4号所収「沖縄におけるドル切替えをめ

ぐる論争についτj， なお『経済論議』第 102巻第1号所収「沖縄における日本円の消

滅 Blサ軍票のメカニズム」参照。)

しかしそこでは政策の具体的内容にそくして分析を行なったわけではなかっ

た。本稿はその欠を補なうことを意図している。

日本の潜在的主権士有する領土において，外国通貨であるドルが排他的流通

を行なうということ事態すでに異例のことであるが， 乙の異例の通貨切替えは

同時にその後の沖縄の経済の方向を決定する重要ないくつかの布令をともなう

こFによって，単なる通貨改革以上の内容事ぜもっていたのである。あるいみで，

それらはドノレ切替えのもつ内容ニ全政策指向を表現するものであったし，また

同時にドル切替え自体の必然的帰結を表わすものでもあった。

以下， ドノレ切替えに先立ち，むしろそれを前提として公布され，切替えと同

時に実施されたこれら布令を手がかりとして， ドノレ切替えの内容と政策目的を

明らかにしておこう。

1958年 9月12日，米民政府は通貨引替えに関連Lて，四勺の高等弁務官布令

を発表した。布令10号「銀行j，11号「琉球列島における外国人の投資j，12号

「琉球列島における外国貿易j，13号「価格等の統制について」がそれである。

これら布令の内容を琉球銀行調査部の資料によりながら，その要点をのべてお

こう。(~エ世銀行調査部『金融経済~ 1958年10月号所載の布令および解説，なお『琉球銀

行十年史~ 1961年， 347頁以ド，参照。なおドルj;lJ借えの過程であらわれる布令は全部で

7つ Eあるが重要なものは上記10，11，12号とりちにふれるH号「通貨」の 4つである。〕

CI) 布令10号「銀行J(H1COM O，d旧日目 Number10“Bank皿 g'ワ

銀行制度の改正は通貨制度の改革と関連し，通貨の発行制度，貨幣供給を規
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定する要因をなすもので，のちに通貨制度の問題をのベる際あらためて取上げ

る必要があるが， ζこでは先ず，銀行制度だけを取上げることにする。新布令

における主要な改正点=内容はつぎのとおりである。

(1) 従来為替業務の取扱いは1950年10月の軍政府布令26号「琉球列島におけ

る外国為替及び貿易手続き」第9条によって琉球銀行に恨られていたが，今回

の改正によって琉球銀行以外の銀行(具体的には普通銀行1行，相互銀行4行)-0

ふ行政主席の認可があれば外国為替業務(=対外支払決済取日1)の取扱いができ

るようになった。従来の為替管理制度下においては外国為替〈ドノレ〉は民政府の

商業ドル資金勘定に集中されており，海外との取引決済は琉銀コノレレス先に預

託された民政府の商業ドル資金勘定によって行なわれてきた。しかしドノレ切替

えによって為替管理が事実上不可能となりドルそのものが件民の官接使用通貨

となるため，直接自己の保有するドル資金で海外との決済を行ないうるL-，ま

た行なわねばならないことになった。

しかし沖縄の場合ドノレ以外の外貨の保有を認められないのであるから，つま

り流通通貨そのものが国際通貨=対外決済手段であるドノレであって， しかもそ

れ以外の外国通貨保有を認められないのであるからくドル以外の外貨がもちこまれ

ても公的にドルに変わらないということ。後述布令12号及び14号参照)， 普通の意味で

の外国為替取引はドル切替え後の沖縄では存在しないことになる(外国為替保有

は0)。したがって外国為替取引の自由化といってもそれはドノレによる対外取引

の自由化にすぎない。だから琉銀の外国為替取扱業務独占の崩壊はドノレ切替え

の不可避な結果にすぎないといえるが，琉銀はこれによって巨大な為替売買益

を失うよとになった。 (B円下においてB円からドルに交換する売買益として，流銀

は貿易取引の場合 1ドルにつき5口銭，送金の場合25銭を徴収していた。切替えにより B

円をドノレに交換する必要がなくなるか b，こり売買益は消滅守る乙とになる。〕

(2) 通貨切替え以前において，預金支払準備金は，琉球銀行の場合は全額法

貨B円で自己の金庫に保有する〔但し民政官が随時決定する 定額は米国政府証券又

は米国白銀行預金とすることができる〉ことになっており，普通銀行および相互銀
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行の場合，現金または琉球銀行ないし行政主席の指定する銀行への預金として

保有することが規定されていた〔銀行法第5条，相互銀行法第13条〕。かく℃琉球

銀行は全銀行の支払準備金預け入機関として指定され，沖縄金融機関の預金支

払準備金は琉球銀行に集中されていたのであるが，この準備金集中制度が新布

令で廃止されることになった。

新布令でも預金支払準備率は従来どおりで，相互銀行の場合，定期性預金の

10%，当座預金およびその他預金の30%，普通銀行では定期性預金の 5%，当座

預金およびその他の預金の20%，琉球銀行では，貯蓄性預金(定期預金1の 5%.

要求払預金(当座預金〉の18%くその後lq閏年10月の改正により 20%となり，すべて

について普通銀行と同じとなった)である。ところが従来各金融機関の手持現金お

よび琉球銀行預け金は支払準備金として認められてきたが，今回の改正によっ

て各銀行とも上記支払準備金総額の20%以上を自己の金庫に法定通貨，すなわ

ちドルで保持すべきこと。さらに残りの80%以下を民政官の認める合衆国の中

央準備市または準備市にあるコノレレス先銀行に安，J;:iA負金として預け入れねば

ならないことになった。(もちろん連邦準備銀行に直接預金することはできないし，

保有ドルを金にかえることもできない。〕

そのため琉球銀行は各金融機関の準備金預託銀行としての資格を失うことに

なり，したがって沖縄全金融機関の支払準備金の大半は琉球銀行から合衆国白

準備市にある銀行に移されることになった。

この保有形態の変化は重要である。という白はいままでは琉銀に準備金が集

中されており，琉銀0)支払準備が全沖縄の信用制度の基礎におかれるという立

体的構造をもっ亡いた。つまりその場合流銀は中央銀行的な位置におかれてお

り，そのかぎり，全体としての準備金の節約の役割をになっていたのである。

とζ ろが今回はそれがなくなって各自がそれぞれ準慌金をもたねばならないこ

とになったのだからそれだけ沖縄全体としての準備金の量は大きくならざるを

えないことになるわけである。しかもその場合その過半を沖縄にお〈ので怯な

〈て，米国におくことを義務づけられているわけで，それだけ全沖縄金融機関
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の資金供給は， 自前で対外取引の決済資金を準備しなければならないこと(と

いうのはいままでは銀行の現金準備はB円預金つまり島内支払に対するもりだけでよか

ったから〉に加えて， この点においても大きな制約を今迄以上に蒙る結果となっ

たわけである。 (ι の点はまたのちにふれる。)

なお支払準備金が規定以下になるときは銀行は新たに貸付または割引をなす

ことはできないというきびしい貸出制限規定がおかれていることは従来と同じ

であるが，民政府が琉球経済の一般的利益になると認めた場合，一時この支払

準備金の保有要求を留保する権限をもっという規定を新たに加えている。しか

Lこれは上記の準備令の保有形態の変化=準備金拘束の拡大の当然の結果にす

ぎない。つまり今迄以上に窮屈にしたから，こういう規定をおかざるをえな〈

なったまでの話であって，結局米側にそれだけ政策介入の余地を与えたものに

ほかならない。だからそれは決して「経済上の変動に対処するにあたって従来

より柔軟な措置がとれるよう規定されたJ (W琉銀十年史~， 351頁)と評価しうる

ものではないのである。

(3) 合衆国財務省の預託代行機関として琉球銀行が指定され，同行に合衆国

財務省預託勘定が新たに設置された。これは琉球列島におけるドノレ現金の需給

関係から対外的なドノレ現送(出入〕の必要が生じたとき，いつでもこれを同勘定

を通じて調整することにより，住民および米同軍人，軍属の需要に応ずる通貨

流通量を維持することを助け，現金通貨の流れを円滑にするため設けられたも

のである。海外とのドノレの受払は，同勘定を通じて終局的にはすべて決済され，

それによって海外受払にともなうドノレ現送を可及的に節約することができる。

lノレ切替えにより園内通貨と対外支払手段が，従来の B円とドノレとの二本立

からドノレに一元化され，園内通貨の一部が対外決済資金として， アメリカのコ

ノレレス先銀行に預け入れされることになコた結果，島内為替銀行は必要な場合，

現金を島内から，アメリカにあるいはその逆の現送を行なう必要が生じた。

たとえば入超によって， コノレレエ先銀行への預け金が減少し，貿易決済上支

障が生じた場合，沖縄の銀行はアメリカへのドノレ現送を行なうかわりに， この
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財務省預託勘定に現金を払い込み，その見返りに入手した財務省宛ドル小田J手

をコノレレス先銀行に送付することによって， 白己のコノレレy、先勘定セ補充する

ことができる。コノレレス先銀行はそれを連邦準備銀行に提示することによって

支払をうける。連邦準備銀行は，同行にある財務省預託勘定からその分を引落

すことによって決済を完了する。つまり以上のような経路をとおして，最初は

琉球銀行にある財務省勘定にドノレ現金が払い込まれ，最終的には米国の連邦準

備銀行に設定しである財務省勘定からその金額だけ差ヲ|かわJ相殺されるこ正に

なる。出超の場合は 1-.記の経路と放になる。いつ、れの場合もそれは現送の必要

そのものを消滅させるものでないが，海外とのドノレの受払を同勘定に通じて一

元化することにより，現送を節約すると共に，私自」な現金の持出，持込みをの

ぞけば各銀行の対外収支と同勘定の収支尻をとおして，沖縄の通貨の増減をほ

ぼ推定できることになる。同時に沖縄のドノレはこの財務省預託勘定をとおして

アメりカの通貨制度と連結しているわけである。

以上のことからつぎのことがわかる。つまりドル切替えをとおして米民政府

によるドルの集中管理がなくなったこじつまり B円に代ってドソレそのものを

沖縄に与えたことは(これは同時に従来金融の中枢におかれた琉銀の中央銀行的性

格・特別権限の縮少をともなうものであったが〉何らドルに対する統制をアメリカ

が失ったことをいささかも意味するものではなかったζ とである。むしろ沖縄

の銀行は自らドノレを所有する乙とによって，むしろ自前で圏内ならびに対外支

払準備を考慮し(少〈とも今まではB円だけを心配しておればよかった)， 対外支払

準備もドル以外保有できず，さらに法定支払準備金の過半も乙れをすべてアメ

りカにおかねばならないという強い拘束をもうけられたわけである。海外左の

ドル受払は財務省、預託勘定に土 η て一元化されており， これらに上ってアメリ

カは沖縄のドノレの内外の動向を完全に掌握することができる L したがってま

たそれを基礎として，アメリカにとって適切な政策を打出すことができる。対

外取引もドノレ以外認められず，外貨保有も認められないわけであるから，為替

管理の撤廃といってもこの点は全く従来どおりであって，完全にドノレによって
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一元化され統帥されているわけである。(なお琉銀の普通銀行化にも拘らず，民政

府による琉銀に対する管理体制がより強化されたことについては前掲『琉銀十年史j359 

頁以下参照。〉

[IlJ 布令11号「琉球列島における外国人目投資J(Number 11“Fureign In-

vestment in the Ryukyu Islands ") 

この布令は第 1条でその政策目的をつぎのようにのベている。

「琉球列島米国民政府及び琉球政府の根本目的は，輸入への依存度を減少し，

輸出による所得を増加し，かつ琉球住民の適切な生活水準を維持するための健

全，かつ活気ある経済を発展せしめるため琉球の資源を最大限に活用すること

を援助することである。

高等弁務官及び行政主席は， ，主王証人Eゐ去向 tL<lt1ト白金未車生ゐし・、ナh

を問わず，前述の目的の達成に全面的実質的寄与をすると同時に投資者側も適

当な利得を受けるごとき外国資本の投資を歓迎する。経済資源の開発または琉

球列島の生産力の発達に寄与する新規生産事業の設立を目的とした健全な投資

申請に対しては特にこれを奨励する。

li1E~量ゐ逼責 tLモゐ来由 F ノ'vlミ上主食辛亥合軍1Jì.白ゐ白白迄金剰及ひ現在提供

されているその他の誘因のほかに，ざらに米国民政府及び琉球政府は外国及び

島内の民間企業を琉球経済の工業化に参画させるために投資環境を絶えず改善

するよう最大限の努力をする。J(傍点筆者〕

外資導入に関する旧布令 (1952牛11月ω民政府，fp令90号「琉球列島における外国人

の投資」。なお沖縄における最初の外資法は 1952年3月白民政府布令74号である。〕が

基本的に外資士歓迎することを建前としながら多〈の制限条件を附することに

よって，結果的には外資を制限するものであったのに比べ，新布令のいちじる

Lい特徴はそれが積極的に外資2草入をはかるととを意図しているごとである。

(l) 新布令では旧外資法の民政府布令90号で審議および許可の基準とされて

いた第 2条第 3項の「外国人の投資の優先権は，資本の主要部分を島内資本で

充てる投資者に与えられなければならない」という従来の島内資本充用優先主
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義り項が削除されたu 新布令においては前記第 l条にあるように「琉球人との

共同もし〈は外岡資本単独のいずれを問わず… 」と規定され，島内資本充用

優先主義は認められていない。

(2) 旧布令では「米国駐屯軍に必要欠くことのできないもので島内資本また

は技術で得られない企業を設立するものJ (第2条第4項)が導入基準の一項に

あげられていたが，新布令では削除された。

前記琉銀調査部の資料では，この改正を「これは琉球経済の発展と従来導入

された外資の供給によってかかる需要に応ずる能力ができたため，とくに条項

を設ける必要が認められなくなったものと思われる。さらにこの点は従来たび

たび民政府より戸明された軍需要の物資サーヴィスを可能なかぎり現地調達す

るという方針とも合致するもの」と評価している。(前掲『金融経済~1958年10月号〉

しかし， この規定は先記の沖縄における最初旬外資法 (1952年 3月の布令74号〕

でも，つぎの外資法同年9月の布令84号にも tJ:かったもので 3回目の布令90

号において新たに加えられたものであり，またこれに関する免許権は直按民政

官のもとにおかれたものである。これはいわゆる「特別免許外商制度」略称

「特免舛商」と呼ばれ，特免にしたがって主に米軍，軍属相手に事業活動を行

なった。そのほとんどはサーヴ 4ス業で，しかも税金を全く課せられなかった

ので沖縄経済には導入効果はほとんどなかったといわれるいわくつきのもので

あった(~琉銀ユユース~ 1968年 6月号所載「沖縄経済と外資導入J)。新布令がこれを

削除したのはむしろこの点を考慮したものであろう。さらにB円軍票のドル切

替えと同様，むしろ布令における軍事色の耳、底を意図した結果とも考えられる。

(3) 外国人の投資は旧布令の規定によればすべて外国為替〔ドノレ)，つまりド

ル貨幣資本の形態でなされねばならなかった。これはおそらく本土資本つまり

日本資本の進出を防止する機能をもった規定であると思われるが， この点新

布令第6条では I本布令に基いて発行される免許証で許可される投資は，

米国ドノレ為替文は米国民政府によって受理できる外国為替でなされる。免許当

局は実質的に価値のある企業を設立する上で必要を認める場合は，機械又はそ
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の他の物件を以って投下資本の一部を設資させる事が出来る」と規定され，投

資方法に柔軟性を与え，と〈に物的資本=設備投資に便宜を与えている。

(4) 流通通貨のB円からドノレ(当時それが国際通貨として最も強力かつ高い需要を

もっていたことは周知りことであろう〕への転換はそれだけでも投資に有利である

が， とくに新布令では許可された外国資本の元本及び利潤の送金についても何

らの制限を課していない点、が注目される。このことは為替管理が事実上ドノレ切

替えの結果不可能であることの当然の帰結であるともいえるが， しかしドノレ流

通下でも制限は必ずしも不可能ではないのであって， この点でも送金の自由認

可は外資導入を促進する重要な要因のーっとなりうる。だがこの場合において

もこの有利な投資誘因の最大の利用可能性を与えられているものが当のドノレ資

本であることはいうまでもないだろう o

(5) さらに外国企業の固定資産投資規模の適否(第4条2項)および外資の継

続的経蛍能)Jの有無 L第4条3項〕を免許基準りーっとし℃明文化したよと，民

政府および琉球政府がたえず投資環境の改善への最大限の努力を表明した点な

どが新布令の特徴としてあげられるであろう。

ところで，新布令ではその第 2条で「琉球列島米国民政府の管轄下にある領

域内での外国の会社，個人又はその他の日休による事業活動及び事業への投資

は琉球政府行政主席の事前の許可を，1%，要正しー J(傍点筆者〕と規定しておりヲ

旧布令の場合，許可の最終権限を米民政府に与えていたのに比較すると，形式

上は住民側の自主性の発展を示すものとみることができる。しかし新布令第 3

条の免許手続をみると，主席に提出された申請書は，諮問機関である外資導入

審議会で審議したのち，その申請書の処置勧告は民政官及び行政主席が審査す

るとなっている。外資導入審議会は1952年12月民政府指令20号「外資導入審議

会の組織及び義務並びに運営手続」によって発足したものであるが，琉球政府行

政主席の佳命する 5人(琉球政府側3人，民政府側2人)で構成され，決議は多数決

によっていた。ということは外資導入の審議は常に沖縄側が主導権をもってい

たようにみえるが，重要なことは同審議会は執行機関でなく，民政官の諮問機
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関であり，審議会の決議はすべて民政官の承認を得て行政主席の署名によって

はじめて成立することになっている。したがって外資導入に関する最終決定権

は民政官にあって， 行政主席の署名は多分に形式的なものにすぎない。 o市掲

『琉銀ニュース]1968年6月号参照)

だから新布令においても免許の実質的権限は依然として米民政府の下にあり，

また少〈とも米民政府の意に反した決定を行なうことは不可能であるといえる。

ここにもドノレ切替えにともなう開放体制化そのものの大きな枠組=制約を感ず

ることができるであろう。それは決して日本資本の自由な沖縄進出を許すもの

ではありえなかったのである。そのことはたとえば本土銀行資本の上陸を決し

て許さなかった点にも明白 Cある。

cmJ 布令12号「琉球列島にお日る外国貿易J(Number 12“Foreign Trade in 

the Ryukyu Ismnds ") 

ドル切替えにともない従来の為替管理が廃止されることになったため， これ

までのように為替管理をとおLて貿易を管理することができなくなった。 Lた

がってこれまで沖縄の為替及び貿易を管理Lていた195C年10月の軍政府布令26

号「琉球列島における外国貿易及び貿易手続」と同年11月の軍政府指令11号

「琉球列島における外国貿易及び外国為替」は全面的に廃止され，輸出入のみ

の管理がのこされる乙とになった。旧布令26号は日本の「外国為替および外国

為替管理法」にならって，外国為替はすべて外国為替集中機関にプールし(た

だしそれを保有するものはアメりカ民政府である)， 輸出入等は承認制度とする管

理貿易方式でそれに必要な事項を定めていた。しかし新布令では外国為替管理

制度が廃止された後の貿易面での管理要領だけを規定しており，旧布令に比べ

ていちじるしく簡素化されている。新布令の特徴を項目順にのべると，

(1) 布令第 2条「通貨」で対外取引およびこれに伴う支払に使用される通貨

を規定している。 Iすべての対外取引及びこれに伴う支払は，琉球列島に所在

する公認金融機関を通じ，アメリカ合衆国ドルによってのみ行われる。但l.-，

民政官によって特に許可された他の通貨による取引についてはこり限りではな
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い。 I(傍点筆者〉 例外規定は認めているが，しかもその場合にもアメリカ側の

許可を必要とするわけで，原則と Lてドノレのみが支払手段に用いられることを

規定したものであり，これと先の政府機関あるいは金融機関がドル以外の外国

為替保有を認められていない点を合わせると，沖縄が対外支払手段をドルだけ

に拘束=制限されているきびしさをこの規定にみることができるだろう。

(2) 対外決済が琉球列島の公認金融機関を通じ，全額現金支払によって行な

われる場合は，別に指定された場合をのぞいて，如何なる輸出入についても許

可を要しないことになった。〔第3条〕 従来必要とされた輸出入許可証は原則

として廃止された。ただし現金決済によらない場合はすべて琉球政府の許可を

必要とすることが規定されている。

(3) 琉球政府は「琉球経済の利益と正常にして適切な貿易を確保するために，

その都度民政府の承認を得て指定貨物の輸出入又は指定地域からの貨物につい

ては， ζれを禁止したり，或いは許可の取得を要求したり，或は条件や最高割

当量を定めることができる。J(傍点筆者〕 したが dって島内産業育成などの理由

によって，原則として自由 Eされている貿易を一部規制することは認められて

いるが，むしろとれは例外規定で，原則をそれほど制限するものではない。

(4) この布令で最も特徴的なものは自由貿易地域 (Free T rade Area)を設定

することにした点である。(第5条〕この条項は沖縄の貿易制度上全く経験のな

かった新しい試みであるため，新聞紙上や通貨切替え政策委員会において最も

注目されたものであった。自由貿易地域設置の提案者である民政府側の意向は，

沖縄の経済発展は現貿易制度では限られており， ζの停滞を打破する手段とし

て自由貿易地域制度を導入することであったようである。自由貿易地域設定の

目的は「他地域に対する輸出のための貨物を保管又は操作する物資集散地とし

て琉球列島を利用することを促進するにある。」と規定している。

布令における自由貿易地域の内容は布令によれば「指定保税地域内で，保管，

展示，再包装，加工，仕上げ又はその他の作業主行なうため貨物を輸入しよう

とするものは琉球政府に対し当該事業につき認可の申請を行なうことができ
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る。JI許可書に基いて指定保税地域に輸入される貨物，または同地域から再

輸出される貨物はすべての物品税， 輸入及び輸出の許可などを免除ぎれる。」

と規定されているところから，自由港 (Fr田 Ports)制度の一つである自由港区

(Free Ports Quater)に相当するものと考えられる。(前掲『金融経済11958年10月

号解説〉

以上のことから沖縄の場合の自由貿易地域は，沖縄の開港場。一定地域主指

定地域として， この地域に出入する貨物の関税を免除し，仲継貿易ないし再輸

出を助長しようというのがアメリカの意図であったことがわかる。

アメリカの自由港制度は1934年の貿易地帯法 (FreeTrade Zone Act)が制定

されたときにはじまるが，初期には地帯内における製造中商品の展示などを許

さず〉自由港制度のうちの自由地域 (Free20同町民間 Distric同制をとるもの

であったが， 1950年の改iFによって製造及び展示も認められる乙とになり，さ

きにのべた自由港区制をとることになり，ほぼ同じものを沖縄にも設置しよう

としたものといえよう。 cr世界週報1 1958年11月29日所載s坂内富雄「変容する沖

縄経済ー問題はらむ自由貿易地帯の設置」参照。〉

* 自由港とは保税制度の一つであって，一言でいえば貿易港の全部又は一部を区画

してこれを関税区域外にお〈制度である。自由港は一般に自由佳の段階によって，自

由港市 (FreePorts Proper or Free Ports City)，自由港区，自由地域の三つに分類

される。自由港市は貿易港の全部を保税地域と Lて，関税制度上の外国とみな L 貨

物。出入，貯蔵，加工，製造などを自由に1-，また一般市民の居住も許すものである。

自由港区は貿易港の一部を限定L こり地域への貨物の出入，貯蔵，加工s 製造など

り自由を認めるが一般市民の居住を許さないもの。自白地域とは自由港制度目中で最

も隈定きれたもので，貨物白出入，貯蔵，改装，仕分け，手入れは認めるが，加工，

製造は許さず，むろん一般市民の居住は許さないものである。

なお，アメリカは終戦後GHQ(総司令部〕をとおして日本にも横浜，神戸，長崎

などに自由港区を設置することを勧告したことがあれまた鶴見，川崎のような統括

管理しやすい重工業地帯で，自由貿易地帯をつくることも勧告したといわれる。しか

し日本における自由貿易地域設置は日本側の反対によって，結局実施にはいたらなか

ヮた。 (f世界週報』向上，なお柴田銀次郎『自由港の研究119閏年， 179頁以下参照〉
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自由貿易地域の決定および免許の権限は，行政主席に与えられており，また

自由貿易地域から貨物が沖縄経済圏内に入る場合も琉球政府の事前許可を必要

とされている。また自由貿易地域からの小売は禁止されている。自由貿易地域

に関する規定は基本的なものに限られており，細則は今後琉球政府が公布する

ことになっており，貿易地域に関するかぎり一応法文上琉球政府の権限は強力

であり，この点パナマの自由貿易地帯では普通の物資は自由に輸入できるのと

比較すれば，→そう強い保護規定がおかれている。 CW世界週報』向上〉

ただし非琉球人つまり外国人が自由貿易地域で事業を実施する場合の規定に

ついては，さきの布令11号「琉球列島における外国人の投資」にもとづくとい

う規定があり， もし自由貿易地域を利用ずるものが外国人であるとすれば，現

実にはこの方がはるかに可能性としては大きいのであるが， この場合民政府の

発言が確保されているわけである。 Lたがってこの点からすれば，自由貿易地

域設置の試みはこれを日本を含む東南アジアその他の東洋貿易の拠点とする意

図がふ〈主れていたのかも知れない。あるいはむしろ自南化の要素を出来るか

ぎりこの段階で広げておきたいというアメリカの願望を表現するものであった

という方が正しいかもしれない。(ただしこの沖縄の自由貿易地域はこの段階でまだ

確定的でなし 1959年 8月27自の自由貿易地域規則の公布によって漸く設置されるので

あるが，米国， 日本，沖縄それぞれの利害の復そうによってあまり発展しなかった。

山城新好「自由貿易地域に関する一考察J，琉球大学『経済研究』第3号1962年5月所収

参照。〉

(5) ζのほか共産圏からの貨物輸出入を禁止した規定があるが， ζれは旧布

令でも同様である。この規定は当時アメリカで施行されていた「外国資産管理

規則J(United States Foreign Assets Control Regulation)で， これが沖縄におし、

ても適用されたわけである。

い Fれにしても新布令においては，従来。布令に規定されていた多くの管理

規定禁止条項が廃止され，貿易管理がいちじるし〈自由化されているのが特

徴であるが，同時にその自由化はドル経済圏としての自由化であり，対外支払
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決済手段の使用ならびに保有がドルのみに隈定され，また共産圏との貿易も全

両的に禁止された形をもったカザコ付の自由化であったこ Eを確認しておきた

し、。

[wJ 布令13号「価格等の統制についてJ(Number 12“Co山 01of Prices ") 

この布令は琉球酌府の意見具申により公布されたものといわれる。もちろん

布令案を琉球政府が作成し，民政府が検討して公布したものであるが。

この布令は「合衆国通貨の導入ならびに 1ドル=120B円の交換レートによ

るB円の米ドノレへの通貨切換えにともなう高品の価格及びサーピλ料金の騰貴

を阻止し，それによって「社会的文は経済的な混乱を避け，経済の安定を確保

することを目的1 として公布された。

布令では物価騰貴の起る要因を，①米国ドノレの導入による騰貴5② 1ドノレ対

120B円の率による B円と米ドノレとの交換にともなう端数切上げによる騰貴と

いうJ点において，それに対する11項目措置を決めτいる。

しかしこの布令はあくまで過渡期における暫定措置として設定されたもので，

したがって民政府が今後ζ のような lル切替えによる混乱の時期が終ったこと

を確認すれば，この布令は廃止されるものであった。事実上，切替え後物価は

一時上昇したが次第に値下りの傾向がみえ:亡きたため，実際にはこの布令は発

動されることなく終った。したがってこの布令はさきの三つの布令止は性質を

異にするものであり， ドノレ切替え政策の主要な構成要素ではなかった。

以上のような沖縄における政策措置と併行してアメリカは財政支出による援

助を予定していた。 沖縄でドル切替え発表の行なわれた8月23日〔アメリカでは

8月22日〕と同じ日， プライス下院議員(イリノイ州選出民主党〉はフライス法案

〔琉球列局の経済的，社会的発展促進法案=ABi.ll to Provide for Promotion of Econo-

mic and Social Development in the Ryukyu Islands)を政府の承認をえて提出 Lた。

これは 1(1)琉球における米国民政府の経済，社会発展を促進する計画にたいし

て明確な法的根拠を与えるこ1-.0

(2)琉球にたいするアメりカの財政行政をグアム，バージン諸島の場合と同様 I
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に正常化すること。

(3)もっとも重要な理由は琉球の一般庶民に対して安定感を与えるとと。」 を

意図するものであったといわれる。(宮里政玄『アメリカの沖縄統治j1966年ー 152

頁参照〕

当時沖縄に対するアメリカの援助は漸減傾向にあり， 1958年度 (1957・7，1 ......... 

1958・6，釦〉には実質的に百万ドルを割っていた。 プライプ、法は乙れをーきょ

に600万ドノレに引上げ， これまで法的根拠をもたず，単に予算措置として支出

されていた沖縄援助を確固とした法律による援助体制下におき， これによって

判縄におけるさきの政策転換を支援すると共に，統治体制の安定をはかろうと

するものであった。しかしこの法案はこの段階では審議未了となり，結局1960

年 5月下院通過 7月12日制定，大統領により署名公布されるという経過をた

どることによってさきの布令の実施と若干の時の遅れをみせている。(~琉銀ニ

ュースj1969年9月号所載「琉球政府財政と財政援助」参照。なおフライス法四大統筑

署名公布日は文献により異なる。 例えば宮里政玄，前掲書 Eは7月7日とあるが，乙ょ

では上記り琉銀資料による。〉

しかしこの法案がかつて沖縄の土地問題〈軍用地問題〉を極度に尖鋭化せしめ

たプライス勧告を行なった，当のプライス氏によって提起されたところに，ア

メリカのドル切替えを契機とする統治政策の変化の姿勢を上みとることができ子

るであろう o

通貨切替えに関連した上記の四つの布令が公布された 3日後の 9月15日，布

令14号「通貨」が発表され，翌16日以降ドル切替えが実施された。つぎにこの

点にふれておこう。

11 通貨制度の変革

[IJ 通貨切替え

9月15日の高等弁務官布令14号「通貨J(HICOM Ordinance Number 14“Cur-

rency")が公布され， 同布令によって 9月16日以降合衆国ドノレが沖縄の法定
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通貨となることが決定され，その他具体的な旧通貨B円との交換期間，交換率

などが明らかにされた。(戦後沖縄での 4回目の通貨交換〕

交換期間は 9月16日(0時〕から24日(24時〉までのわずか 5日闘で交換率は 1

ドル対 120B円 1セY 卜未満の端数についてはB円60銭以上を 1セントに切

上げ， 59銭以下は切捨てられることになった。 (5捨 6入)その後通貨交換の終

了する 9月20日の布令15号によって，特別の理由あるものについて 9月30日

まで交換期聞を延期し，さらに10月2日の布令16号により， もう一度延期され，

結局11月29日をもって通貨交換は最終的に完了した。

回収きれたR円はキャ yプ泰江に琉球銀行から直決され，アメリカ呉がこれ

を再鑑し，すみ次第ドラム憾に投げこまれ，さらにセメ Y ト詰めにされた。こ

のドラム耀は 3千フィートの深海に投げこまれたという。か〈して1948年 7月

第 1表通貨交換高総括 (19同年9月16日-11月29日)

よ¥之主f 交換ドル高 交換円高

ゴ}レレス買取高 (1) 8，582，308 
ドJレ 1，029，876 千B円

球銀及びその他金融 12，411，799 1，489，415 
機関手持交換'(2)

金融機関手持残額 13，786，0百5 1，654，339 
及び一般交換 (3)

アメックス交換高 (4) 734，177 88，101 

メ口ぅ、 員十 35，514，291 4，261，733 

前掲 r瑞担十年史.11339目 40頁記載による誤差調整情の故字。
(注)(1)のコルレス先ドルの買取りは琉銀が日本台よびアメリカにあるコルレス先の預託ド

Jレ(民政府商業ドル勘定資金)在民政府カ，"買取ったもの。
内訳は止のとおり。(単位ドル)

The Bank of Tokyo Ltd. 3，544，331 
Bank of America 1.664，362 
First National City Ban~ 1，465，524 
Manufacturers Trust Co. 1，846，546 
Bank of Taiwan 61，541 

言十 8，582，308 
(2)は琉時現行手l持B円(軍用地代・民政府南令・珊時政府当座預金会中心とする)及
び他の金融措間の手持金円一部を吏換したもの。
(3)は9月16日から11月29日まで琉銀を含む全琉金融機関および市町村桂所在通Uて交
換された一般住民手持現金額と金融機関手祷現金の残額分。
(4)はアメリカンエクズザレス軍用銀行交換分。
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第2表地域別交換高及び比率

生也\j，， ~\4J\項\\\目¥ 
ドル交換高

% (ドJレ)

沖縄 12，584，459 91.3 

那覇市 7，765;562 56.3 

沖縄南部 1，110，361 8.1 

沖縄中部 2，829，778 20.5 

沖縄北部 878，758 6.4 

宮 古 687，555 5.0 

八重山 513，990 3.7 

l口k 言十 13，786，005 100.0 

の第3次通貨交換=B円による通貨

統一以来沖縄の法貨であったB円は

姿を消した。(宝村信雄「ドル切替物

語J，前掲『金融経済.ll1958年10月号，

『琉銀十年史j337頁。なおB円の始末

を裁断・焼却によらず，たぜ同日のよう

な方法で行なったかは不明であるの〉

通貨交換の最終的結果は第 1表の

通りである。

なお第 1表のうちほぼ一般沖縄住

民関係交換分を示す(3)の金融機関手

(出前掲円f，it銀十年史J340頁による。 持高および一般交換分の地域別分布

状態を示すと第 2表のとおりである。なお，第 2表における沖縄中部地域の相

対的高位はコザ市を中心とする墓地経済の位置を示すものであろう。

(IIJ ドノレ切替え後の通貨機構

B円制度下の沖縄の通貨制度の特色についてはすでにふれたが，その場合に

のべたように57年 6月の「外国為替清算勘定J設置以前においても B円はドノレ

によって 100%以上カ ρ ーされていた。その場合B円の総額は外貨収支とはlJlJ

に，民政府によって見返資金，琉銀民政府説け金勘定などを通して操作され，

外貨保有高〔米民政府商業ドル勘定，なお琉球列島の場合外貨保有は合衆国ドルのみに

限定されていた〕と完全に一致しなかった。外国為替清算勘定の設置後 D円発

行量は外貨保有高と自動的に一致するようになり， 100 %ドル準備発行制度=

ドル為替本位制の形をとるようになコた。(前掲拙稿『経請論叢j102巻1号参照〉

ドル切替えによりこの体制はどのように変化したであろうか。

(1) 通貨切替えに上り従来の外国為替(対外支払手段〕であったドノレそのもの

が，法貨〔国内通貨〉左なり，対外支払手段と園内通貨がドノレによって一元化さ

れたのであるが，これまでも 100%ドノレ準備制であったのだから，通貨量の増
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減に関するかぎり実質的な変化がもたらされたわけではない。 ドノレそのものの

流通によってB円→ドルあるいはドル→B円への転形における時間ないし転車晃

コスト(これが前述のように外国為替業務を独占的に取扱っていた琉球銀行にとって一

つの大きな収入源であった〉 を節約することになったことはいうまでもないが，

通貨量の増減が， もっぱら国際収支によって決定され，島内経済事情に伴う自

主的な通貨政策を遂行する余地を持たない点では従米と全く同様である。

(2) しかし国際通貨として機能しうるドノレを法貨としたことによって為替管

理は事実上不可能になり，それを前提として貿易・資本の自由化がはかられる

にいたったことは，大きな変化であるといえるだろう。いわばドノレ切替えはそ

の意味で，沖縄の統治政策の変化=変草の契機であると共に前提でもあった。

だが為替・貿易の自由化，外資導入の積極化が目的であるとすれば，すでに

のべたようにB円は 100%ドノレ準備通貨であるから， ドノレとの交換件を自由に

すれば，技術的には同じ結果が生じたであろう。 B円が軍票であるから講和後

にとってふきわしくないというのであれば，通貨の名称を変更することによっ

ても可能であったはずである。それをドノレそのものを導入することによって解

決したのは，さまざまな要因が考えられるが， もっとも重要な要因の一つは，

それが貿易自由化にとっても，外資導入・元本利益送金の実行にとっても，直

接的=即時的且つ経済的であるという点であろう。

沖縄の経済規模が小さいこと，したがってドルを直接流通させても， それ

によって，沖縄を掌握できても，逆にアメリカ自体が大きな影響をうけること

がないこと，またB円にのこされた円という称呼から沖績を遠さけること，則

ち本土との連帯を貨幣面から切断することも考慮された要因の一つ Cあったか

もしれないが B円がたとえ 100%ドノレ準備発行通貨であり， またそれの交換

性が，当面 100%保証されているとしても，少くとも沖縄経済への山入はB円

ニドノレの転形を必要とし，またその転形がいかなる場合に停止ないし制限され

るかも知れなし、からである。この点ドノしそのものが流通しておれば，囲内の移

動と同様，転形のコストと懸念は存在しな〈なるからである。
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(3) ドノレ切替え=為替管理の廃止によって民政府の商業ドノレ勘定は廃止され，

従来民政府による外貨集中と B円という二本建で運用されていた体制は一定の

変化をうけることになった。つまり今迄は外貨の保有は民政府商業ドノレ勘定に

集中されていたので，対外決済資金については，沖縄の銀行は少くとも自己の

資金(外貨〕を外国に保有することな<. B円だけを運用しておればよかったの

であるが，通貨切替え後は外貨集中がなくなり，自らドルをもつことになった

のであるから，対外決済資金も自ら用意しなければならなくなった。つまり B

円の場合であれば一応 100%園内向に使用できたのに， ドノレにかわると，その

中から対外決済資金に一部をコノレレス先に預け金として運用しなければならな

いわけであるから，それだけ手許運用資金は減ることになる。先記。ドノレ交換

時点をとってこの対応関係を琉銀資料によって示すと第 2表のとおりである。

第 3表 B円台よぴドルの対応関係 ( 1ドルー120B刊)

商業ドJレ勘定 35百万ドル 1 
ー「一→

住民手持ち高

16億B円

銀行手持ち高

26億B円

島内保有高

I 銀行手持ち高
住民手持ち高 ト一一一一一←一一一一「一一一
13百万ドル |子J縞 14百万 VJL 外国銀行献金

8百万ドル

島内保有高(27百万ドル) 在外ドル資産

(注)琉銀 r金融経済.!l1966年3月号所載。
生時弘fiEr?村縄の金融構造とその同盟'.ttJじよる。

ドノレ切替えに伴うこのような国内通貨への圧迫を緩和するため，民政府はコ

ノレレス先外国銀行への預け金勘定を手持現金と同様に法定支払準備充当金とし

て認める措置をとった。(前記布令10号〉

Lかしたとえこのような措置がとられるとしても，すでに指摘したように預

金支払準備とは別に対外支払準備をもたねばならないこと，また従来までは琉
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銀をのぞく各金融機関の支払準備金は琉銀に集中きれていたのが，今後は夫々

琉銀も含めて自前で準備しなければならなくなったのであるから，準備率は従

来と変らなくても支払準備金として拘束される準備金の全体量は前より多くな

るはずである。(前には琉銀準備金が全支払準備を代表vcいたJ なお 言つけ加

えれば，琉球銀行の場合，前には資金供給に利用しえた各銀行の支払準備企が

合衆国に移されたわけであるから (W琉銀卜年史j 357頁λ 自己負担の分も含めて

その影響は多大であったと思われる。

在外資金も本来はそれ自体が対外決済手段となりうる国際通貨ドルになった

ので少くてすむものが(理論上はのでもよしっ，全体とすれば一層多くの資金がア

メリヵ国内に在外資金として拘束きれることになる。さきにのべた支払準備金

自在外保有形態の規定はまさにこの ζ とを強制するものである。

以上のことから沖縄金融機関は高率の支払準備率による拘束ばかりでなく，

全体として支払準備額を従来よりも一層高めざるをえず，従って信用供与の可

能性は全体としてB円時代よりも相対的には低〈ならざるをえないこととなる

だろう。この上うな要因からくる圧迫に対する救済措置として外国銀行からの

借入金あるいは預り金の受入が認められることになった。この外国銀行からの

受信限度は琉球全体で約百四O万ドノレといわれる〔宝村信雄『琉球列島におけるドル

切替え後の景響.~ 1959年，米民政府刊， 7-10頁〕。ただしこの外国銀行からの信用受

入れの大宗である琉球銀行の場合，外銀クレジット・ライ γの設定は，天々の

場合につき民政官の認可事項となっている。く1909年10月流銀条例改正〉

この外国銀行の与信行為は結局琉球側銀行の信用状態つまり外国銀行宛の預

け金を基礎とし亡むしろその限度においてなされるわけであるから，結局のと

ころ金利を支払って自己の資金〈こちらは要求払預金〉を借り入れるということ

に等しいわけである。むLろ自己の資金を拘束されることによ司て自己の提供

した資金を自ら借金の形で入れてこなければならないということになる。 1，中絹

の場合， ドノレ流通固にありながら各金融機関は連邦準備銀行との直接的関係を

切断きれているのであるから，また国際収支による受取増以外に追加資金をえ



152 く剖8) 第四9巻第3号

ることはできないのであるから，資金不足の場合，個別的に民間外国銀行の借

入に依存せざるをえない。(もっともその場合も信用状態からいって，琉銀以外その

可能性は大きくないが〉 金融の季節的変動が大きければ沖縄の場合，輸出構造

からいっても，基地的性格からいってもそうだと思うが。〉 それだけ外銀ファ V リ

アィの介入の余地は大きし外銀への依存度はそれだけ大きくならざるをえな

いわけである。 ドノレ切替えはそれ故その点だけをとっても B円時代に比べて，

外国銀行に収益(短期資金貸付〉の機会を拡大したといえるであろう。

(4) さきに沖縄における通貨量の増減は終局的には国際収支に依存し， この

点に関するかぎり， B円時代と実質的差異がないとのべたが，この場合入超赤

字(もともと貿易取支は慢生赤字で，基地収入でカバーしているわけだが〉により， ド

ノレが減少しても，価格ないし所得要因を媒介として輸出増を招来しうるような

輪出産業をもっているわけではないから，価格メカニズムによって輸出増=均

衡回復が予定されているわけではない，つまり自動的な調整が行なわれるわけ

ではない。(逆に黒字は輸入増に直結す墨構造をもっている。 前掲拙稿『経済論叢』

102巻 1号参照〕 ζの点も B円下と同様である。ただ在外資金を自ら保有しな

ければならないことによって，また上~[日3)にのベた事情によって，入超の場合

の逼迫と困難はより強く現われることiこなるであろう。もっとも，国際収支そ

れ自体はドルで支払われるのであるから支払われるかぎり問題ではないが。

(5) ドノレ切替えに当って一つの大きな問題点とされたのは B円の場合は

100 %準備発行であり対外支払は一元化されていたから明確であった島内通貨

量が， ドノレ切替えによって計測不能になるという点であった。あたかも本土に

おし、て例えば大阪府になり京都府なりの流通通貨量が不明であり， またそのよ

うな測定自体が不要でもあるように。

しかし沖縄の場合ふさきに指摘したように引替え時の保有高は分明である

から，個人的なドノレ現金(現ナマ〉の持出，持込〈為替管理の自由なところに誰も大

金を現ナマでもちこむ手聞をかけるもりはないだろうが〕を除けば，通貨の増減は各

銀行の対外収支および終局的には財務省預託勘定の受払によって，示ーされるこ
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とになるわけで，貨幣流通の状況が全く掴みえな〈なるということは，杷愛で

あり， またまきにその意味において，沖縄のドノレはむしろ民政府管理(民政府商

業ドル勘定〉という媒介機構を排除することによっ-C，財務省と連邦準備局のつ

まりは7メリカ通貨当局の直接掌握=管理下に入ったともいえるであろう。

III 切替えの直接的結果

以上のことから， ドル切替えに当って，あるいはドル切替えを通して意図さ

れ実施される政策方向をほぼ確定することができるであろう。それはドノレ切替

えを転機とする， i中組経済のドノレ閤への声援的包摂であると共に，管理制度の

大巾撤廃，沖縄経済の開放体制化を目指すものであったといえるだろう。その

意味でドル切替えは単なる法貨の切替えをこえる統治政策・基地維持政策の大

転換=変革であったわけである。

このような政策転換の背景についてはすでにふれたが， (前掲拙稿〕要するに

ドノレ切替えを通ずる或はそれにともなう政策施行の狙いは，沖縄経済のドル圏

への直接的移行を契機とする開放体制jへの移行をとおして，沖縄経済に一定の

発展を与え，土地問題でのアメリカの一定の譲歩と共に，軍事基地=土地問題

をめくって激化した沖縄住民の反抗，さらにそれと結合する本土復帰運動の激

化を吸収し，基地沖縄の維持を安定せLめる前提条件をつくり出すことにおか

れていた。それが占領時代の遺物B円軍票の屍止を通して統治体制を「正 ι尚

化」する措置とし C打ち出された政策の第ーの目標であった。またその重要

な要素のーっとして沖縄に米日民間資本を誘導することが意図されたのであ

る。

貿易面におし、ても，それは沖縄の直接ドノレ圏依存の拡大をいま以上に期待で

きることになるであろうし，またそのことは沖縄を媒介とする対日本政策を有

利に展開する要素土なるであろう。またアメリカ資本の導入は上記の政策遂行

を一層有利に展開する戦略要素として利用することができると共に将来沖縄の

返還の場合においても，アメリカにとって日本への既得権を確保する重要な手
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段となるであろう。

さらに当面の問題として沖縄を直接ドノレ圏として開放することは持続的な対

沖縄出趨をもっ日本の国際収支〔それは当時しばしば危機にみまわれがちであった〉

に対しても有利な要因を与える乙とになるであろう。これらの要因(貿易と資本

導入〕 を通してアメリカのドノレによる沖縄支配を日本との共通の利害の上にお

くことが可能となる。このことによヮて本土からする復帰運動・基地排除の力

を分裂せしめ弱めることが可能となるであろう。

だからドル切替え策は単なる沖縄統治政策二基地の安定維持策だけにとどま

るものではなく，安保改訂突渉を目前とする段階において， ドノレによる直接的

掌握をとおして，アメリカの沖縄の長期的支配(隔離)=基地の長期的維持の決

意を内外に示すと共に，むしろその前提の上に日本をむしろ沖縄の中に引き込

むこと=ドノレ圏沖縄をエサに日本をつり上げることを意図する対日政策の新た

な展開であったともいえるであろう。(このことはドノレ切替直後の10月にはじまる

安保改訂交渉に際して米田!の最初の要求が，安保条約の範囲を防衛義務に関して日本領

土だけに限らず，沖縄，小笠原を含む西太平洋地域に拡大することにあったこと，つま

り沖縄を適用範囲に含む米韓・米台相互防衛条約と日米安保条約を沖縄をカナメとして

結合することにあった点にも明白である。〕

1958年 9月にはじまる政策転換は11月の土地問題の最終的解決=アメリヵ。

定の譲歩をへて， 59年 9月30日の高等弁務官布令25号「琉球開発公社の設立」

=琉銀からの琉球復興金融基金四分離，および同年10月30日の布令10号改lEl

号による琉球銀行条令および同付則の太巾改正によって， ドノレ切替え策に伴う

速の措置を終結する。

では1958年 9月の転挟以来どのような結果がもたらされたか。

(1) まず切替え直後の状況について，朝日新聞調査研究室の報告資料はつぎ

の上うにのべている。

「切替えに当って物価の値上りが当面最大の問題だった。切替え当初物価は

各地ともジリ高の傾向をみせたが， 10月に入って次第に下がりはじめ， 10月7
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日現在那覇市では切替え前より綜合指数が 2%下った。地方の市町村はまだい

くらか値上りの傾向をみせ，基地の街コザでは 5%高となっているが，これも

次第に下向〈予想であり，結局物価はB円とトソレの交換端数処理から起る一時

的現象であることが分った。

海外送金，持出しが自由になった結果， ドノレの海外流出も大きな課題だった

が，琉球政府駐日代表事務所の推計では，切替え 1ヶ月後の10月20日ごろまで

に約20万ドノレが同本に持込まれたという。(中略〕しかしその後は次第にドル持

出しも減っていった。こんごもドノレ持出しは続くとみられるが，大きな経済変

動を起すほどの持出しはないものと予想されている。

通貨が一本化してみると，住民と米国人との間にあった差別が著るしく目立

ってきた。琉球政府主席の月給が 200ドルで，民政府につとめる米人タイピλ

トの給料にも足りないことが分ったり，農家に対する肥料補助金が年間 1ドノレ

てあったり，米f中の格差のひどいことが，むき山しとなった。〔中時〉いくら働

いても兵隊自給料にさえならないとなれば，勢い勤労意欲がにぶるのではない

かと政府筋は心配している。(中略〉 日本の教科書を使っている沖縄では， 今

後ドノレと円の 2本建で教えたとしても， 日常生活に何の縁もない円という観念

が果して子供の頭に残ってい〈かどうかも大雪な問題である。日の丸もなく，

星条旗Eドノレの中で日本人の意識を堅持しろといわれても無理な話だという悲

観論も出はじめている。

金融面では琉球銀行が10月10日から i1年据置定期」の預金金利を 5厘値上

げ~，その他の預金についても金利引上げを検討している。これは琉銀の独占

的な機能が若干緩和された結果起った銀行間の激しい競争の現われであり，他

の銀行も金利引上げを考えている。外国為替業務は第一相互銀行が早速開始し

たが， これから各銀行間の競争は資金量確保のため預金獲得をねらって，ます

ます激化し，逆に民間の資金はうLしづっひっ迫してくるのではないかと予想さ

れている。米国の期待にもかかわらず，不景気回が吹いているのが昭和 33年

(1958) 11月末現在の沖縄の情勢である。J (朝同新聞調査研究室編「日本の安全



156 (412) 第 109巻第3号

保障をめくる諸問題』ト巻.1959年 2月25日所載小林英司氏報情.I司書210-11頁。)

(2) 切替えからほぼ 1ヶ年後. 1959年12月沖縄の通貨・金融状況を視察した

吉野俊彦氏(当時日本銀行調査局次長〕は「あくまで冷静にドル切替え後の琉球経

済に何が起ったかを見定めねばならない。」ことを前置として， つぎのような

興味ある報告を日本経済新聞紙上に寄せられている。

1(1) ドル切替え後も貿易管理の若干は残っているが，為替管理が完全に撤

廃されたことはなんといっても注目すべき変化であった。いまや居住者，非居

住者のいかんを間わず， ドノレの持込み，持出しはまったく自由であり，したが

って外人預金の増加はかなり顕著であり，また外国銀行のクレジット・ヲイ γ

も拡大された。まだ本格的な外資の流入は実現されていないが，従来に比べて

外資が入りやすくなったことは間違レない。

(2) ドノレ切替えの第二の影響として外国為替業務が琉球銀行以外の市中銀行

にも許されることになったため，各銀行の自由競争によっ ζ手数料が減少した。

またB円時代のような lノレとの売買マージ Yが消滅し，貿易業者のコストはそ

れだけ低くなった。

(3) 次に指摘しなければならないのは，貯蓄性預金の仲びのいちじるしいこ

とである。(中略)B円が軍票であり暫;定的なものであるととは明らかであった

ので，貯蓄性預金ないし生命保険の伸びにはおのずから制約があったことは当

然であり， ドノレ切替え後この制約がなくなったのでこのような伸びが示された

のであろう。もっともドノレ切替え後，総預金の増加は1200万ドノレに達している

が， この間軍用地の地代の支払いが始まっているので，預金総額の伸びがドノレ

切替えに全面的に依存したとは必ずしもいえない。私の指摘Lているのは蓄積

資金中の定期預金の割合が高〈なったことがドノレ切蓄えと関係があるだろうと

いう点だけである。

(4) ドノレ切替えに伴い， この10月から実施された自由貿易地域は. (中略〕指

定地域の面積も狭しまた日本政府から琉球政府に対し繊維その他の 8品目に

ついては地用しないよう要望があったうえ，米国側の特恵関税も望み薄という
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ことで， ';tな〈とも現在のところ大きく発展する余地はなさそうである。

(5) 次に私が強調したいのは， これまで市中銀行業務に加えて中央銀行的な

業務をある程度行なってきた琉球銀行が，しだいに完全な市中銀行化への方向

をたどろうとしている事実である。〔中略〕これは琉球銀行に現地通貨を発行き

せずにドノレが流通することになった必然の成り行きである。しかし同行の預貸

金は全金融機関の半分以上を占め，同行の金利は市中金利の基準となっている。

(6) 最後に問題とされているのは， ドノレ切替えの物価に及ぼす影響である。

切替えの比率は 12白B円=1ドルであるから 1セγ トはB円にして 1円20

銭のはずである。しかしドノレの場合，セント以下の単位がないので切替え時に

端数が切り上げられたり，切り下げられたりする場合を生じた。たとえば主要

交通機関であるパスの代金は 1区 2円が 2セy I-~ 2区4円が 3ヒγ ト 3

区 6円が 5セントとなった。 3区の場合はちょうど合うが 1区は切り上げ，

2区は切り下げということになる υ しかし市民の大部分は 1区を利用していた

ので，事実上パス代は値上げとなった。またど祝儀は従来 100円でよかったが，

1ドル以下の紙幣がないため 1ドル紙幣を伺まなければならなくなったの琉球

銀行の小売物価指数はドノレ切替え後上がっていないが， この指数には取引量に

よるウェートが付せられず，サービス代金もはいっていなし、から， ζれに頼る

ことは問題がある。しかも私の実感では，生活必需品は内地よりかなり高し

これに反して高級品がいちじるしく安い。だがこれはドノレ切替えの影響という

よりも，物品税率が前者に高〈後者に低いことの影響の方がはるかに大きいと

思われる。J(同氏， I琉球の通貨金融事情をみてJ W日本経済新聞~ 1959年12月26目。

のち同氏『琉球旅行記]1960竿， 85-88頁に再録より要約引用。〉

この二つの報告は夫々変化の事実を伝えるだけで，それを論評することを敢

えて避けてはいるが，前者は沖縄側の与論の反対を押切って強行された直後の

沖縄の不安を伝えており，後者はその後の自由化の進行に伴う変化の状況をの

べている点で興味深い。

1959午 2月本土における「甘味資源自給力強化綜合対策」にもとつく沖縄産
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糖に対する特恵措置の決定〔明らかにそれは沖縄自ドノレ切替えに対応するもりであっ

た〕は沖縄糖業の分密化への転換を促進する前提を与え， さらに沖縄産パイ γ

アップノレについても「特定物資臨時措置法」によって関税および差益金免除の

特別措置を実施し，糠業とならんでパインア γ プル産業(対本土輸出産業〕発展

の基礎を与える。

一方1958年1O~1l月土地問題の終結によって1959年下期以降軍用地料の支払

いが集中的に行なわれるにいたった。 (1959年9月から1960年9月にかけて約羽田万

ドノレ。中野・新崎『沖縄問題三十年~ 1965年146頁。〕

この二つの要因に支えられて， ドノレ切替え反対の戸は急速に弱化した。そし

て沖縄はドル体制の下，つづいて1960年代の「繁栄」期に入るのである。

さきの吉野氏0)報告にみられる貯蓄性預金の伸びはまさにかかる事態を反映

するものであったといえるであろう G したがって下ノレ切替えの効果如何はこの

1960年代の繁栄の表層の内にもたらされたものを追求することによって，はじ

めて明らかとなるであろう。


